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●意 見 募 集 期 間 令和４ 年１ ２ 月１ ５ 日（ 木） から 令和５ 年１ 月１ ６ 日（ 月） まで 

 

●意見の提出方法 直 接 の 場 合  富士市役所６ 階 都市計画課へ 

         郵 送 の 場 合  〒４ １ ７ －８ ６ ０ １  

                  富士市永田町１ 丁目１ ０ ０ 番地 

                  富士市都市整備部都市計画課あて 

         Ｆ Ａ Ｘ の 場 合  ０ ５ ４ ５ －５ １ －０ ４ ７ ５  

         Ｅ メ ールの場合  tosh ik ei@div.ci ty.fu ji .sh izuoka. jp 

市ウェ ブサイ ト   パブリ ッ ク ・ コ メ ント コ ーナーから  

                  専用フ ォ ームへ 

 

●意見の記載方法 様式は問いませんが、 案件名「 富士市バリ アフ リ ーマスタ ー 

        プラ ン（ 案）」、 意見、 住所、 氏名、 電話番号を明記し てく ださ  

        い。  
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１  策定にあたっ て 

１ －１  計画策定の背景と 目的 

本市全体のバリ アフ リ ー化の方針を示すと と も に、「 第六次富士市総合計画」 で将来のまち

の姿のひと つと し て掲げる『 だれも が安全に円滑な移動ができる快適なまち』 の実現に向け

て、 今後、 一層のバリ アフ リ ー化を推進し ていく こ と を目的と し て、「 富士市バリ アフ リ ーマ

スタ ープラ ン（ 以下、 本マスタ ープラ ンと いう 。）」 を策定し ます。  

１ －２  富士市バリ アフ リ ーマスタ ープラ ンの位置付け 

本マスタ ープラ ンは、 バリ アフ リ ー法第 24 条の２ に規定さ れている「 移動等円滑化促進方

針」 と なるも のです。  

本市の行政運営の最上位計画であ

る 「 第六次富士市総合計画（ 令和４

( 2022) 年３ 月）」 や「 富士市都市計画

マスタ ープラ ン（ 平成 26( 2014) 年２

月）」 などに即すと と も に、「 富士市

集約・ 連携型都市づく り 推進戦略（ 平

成 31( 2019) 年３ 月）」、「 富士市地域

公共交通計画（ 令和３ ( 2021) 年３

月）」、「 富士市地域福祉計画（ 令和４

( 2022) 年３ 月）」などの関連計画と の

整合を図り ます。  

また、既に策定し ている「 新富士駅

周辺地区」、「 吉原駅・ 吉原本町駅周辺

地区」、「 富士駅周辺地区」 の各基本構

想を踏まえ、 本市におけるバリ アフ

リ ー化の方針を 定める こ と と し ま

す。  

１ －３  計画期間 

バリ アフ リ ーマスタ ープラ ンは、 バリ アフ リ ー法第 24 条の３ において、 概ね５ 年ごと に移

動等円滑化促進地区におけるバリ アフ リ ー化に関する措置の実施状況についての調査、 分析

及び評価を行う よう 努めると と も に、 必要に応じ て内容を変更するも のと さ れています。  

「 第六次富士市総合計画」 の目標年次は、 前期が令和８ ( 2026) 年度、 後期が令和 13( 2031)

年度と なっ ており 、 また、 公共交通ネッ ト ワーク 全体を一体的に形づく り 、 持続さ せるため

の計画である「 富士市地域公共交通計画」 の目標年次は、令和８ ( 2026) 年度と なっ ています。  

こ のこ と から 、 本マスタ ープラ ンにおいては、「 第六次富士市総合計画」 及び「 富士市地域

公共交通計画」 と 整合を図り 、 目標年次を令和 13( 2031) 年度と し 、 概ね５ 年ごと に評価を実

施すると と も に、 必要に応じ て見直し を行う こ と と し ます。  
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２  バリ アフ リ ー化の基本的な方針 

２ －１  富士市のバリ アフ リ ーに関する動向と 課題 

本市のバリ アフ リ ーに関する 近年の動向等を踏まえ、 本市のバリ アフ リ ーにおける課題を

抽出し まし た。  

①高齢者数 

本市の 65 歳以上の高齢者数（ 以下、

「 老齢人口」 と いう 。） は、 人口減少

の一方で増加が続いており 、 令和３

( 2021) 年度には市民の 28. 0%が高齢

者と なっ ています。  

 

 

 

②支援が求めら れる市民 

1） 障害者 

本市の障害者数の推移をみる と 、

身体障害者は概ね横ばいですが、

知的障害者、 精神障害者はと も に

増加傾向にあり ます。 また、 総人

口に占める 割合は３ %半ばで横ば

いと なっ ています。  

身体障害者の内訳を みる と 、 肢

体不自由の方が 51. 1%を占めてい

ます。  

 

 

 

 

 

 

2） 要介護者 

介護保険事業の要介護認定者数

は、 年々増加が続いており 、 平成

27( 2015) 年度には１ 万人を 超え、

令和２ ( 2020) 年度には 10, 942 人

と な り 、 総人口に占める 割合は

4. 3%と なっ ています。   
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■身体障害者の内訳 

（ 令和 2( 2020) 年度）  

■障害者数の推移 

■老齢人口・ 高齢化率の推移 

■要介護認定者数の推移 

出典： 富士市統計書、 介護保険事業報告 
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２ －２  本市のバリ アフ リ ー化の課題と 基本理念/基本方針 

 
 

＜本市のバリ アフ リ ー化の課題＞ ＜基本理念＞ 

課題１ ： まちなかや都市拠点においてバリ アフ リ ー化を積極的に

推進する必要があり ます。  

生活関連施設が集積するまちなかや都市拠点においても 、 駅や施設間

の案内をはじ め、 歩道の整備、 誘導ブロッ ク などのバリ アフ リ ー化が連

続し ていない箇所がみら れます。  

各施設を接続する経路を明確にすると と も に、 施設間のバリ アフ リ ー

化を推進するこ と によっ て、 まちなかの一体性を強化し 、 まちなかの利

便性向上を図る必要があり ます。  

 
 

課題２ ： 利便性の支障と なっ ている箇所を継続的に見直し 、改善・

改良を図る必要があり ます。  

駅や施設によっ ては、 既にバリ アフ リ ー化が進んでいますが、 案内表

示が不十分である部分や老朽化が進んでいる箇所も あり ます。 移動の円

滑性や安全性、 利便性の支障と なっ ている箇所について継続的に見直す

必要があり ます。  

また、 高齢化が進むこ と でバリ アフ リ ーな環境を必要と さ れる方が増

え、 バリ アフ リ ーに対するニーズも 多様化する中、 多く の方が快適に施

設等を利用するこ と ができ るよう 改善・ 改良を図る必要があり ます。  

 
 

課題３ ： バリ アフリ ーを進めていく 上で市民の意識向上と 心のバリ

アフリ ーを進める必要があり ます。  

商業看板の道路へのはみ出し や違法駐輪などのマナー違反によっ て、

バリ アフ リ ー化さ れた施設がその機能を 果たせていない状況も 見受け

ら れます。 高齢者、 障害者等の方々が、 安全かつ快適に駅や道路等の施

設を利用するためには、 持続性のあるバリ アフ リ ー化を市民に周知・ 啓

発するこ と で、 公共交通事業者や施設管理者、 周辺の住民・ 商業者の協

力など市民のバリ アフ リ ーに対する意識を高め、 ソ フ ト 面の対策である

「 心のバリ アフ リ ー※」 を進める必要があり ます。  

※心のバリ アフ リ ー 

様々な心身の特性や考え方をも つすべての人が、相互に理解を深めよう

と コ ミ ュ ニケーショ ン をと り 、 支え合う こ と 。（ P. ９ 参照）   
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＜基本方針＞ 

① 快適に移動でき 、 利用し やすいバリ アフ リ ー空間を整備し ます。  

  都市機能が集積し た拠点や生活拠点の形成、既存施設の更新等に併せて、順次バリ アフ

リ ーのための施設整備を推進し 、まちなかや都市拠点、主要な公共交通の結節点を中心

にバリ アフ リ ー化が波及・ 実現するよう な都市づく り を進めます。    鉄道・ 路線バス・ タ ク シー・ コ ミ ュ ニティ 交通（ コ ミ ュ ニティ バス・ デマンド タ ク シー

等） それぞれの適切な役割分担により 、誰も が移動し やすい切れ目のない公共交通体系

を構築し ます。    道路管理者及び公共交通事業者、交通安全施設管理者等と 連携し て、経路上の交通バリ

アの解消を図り ます。  

 
 

② 利用者の安全・ 安心を 考えた継続的な バリ ア フ リ ー化の推進と 維持管理を

図り ま す。    バリ アフ リ ーの多様化も 踏まえ、多く の方々が快適かつ安全に利用できるよう に、既存

施設の更新と 継続的な機能の充実を図り ます。    バリ アフ リ ー化さ れた施設に対し て、その機能が継続し て維持さ れるよう 適切な維持管

理を行います。  

 
 
 

③ 「 心のバリ アフ リ ー」 を推進し 、 バリ アフ リ ーに対する市民の意識醸成を図り

ます。    周囲の人々の思いやり や助け合いがなければ、高齢者や身体に障害のある 方が安全・

安心に施設を 利用する こ と はでき ないため、 すべての市民の参画のも と でバリ アフ

リ ー化を 進めます。    市民一人一人の、高齢者や身体に障害のある方に対する理解を深めるための「 心のバリ

アフ リ ー」 の推進・ 啓発を図り ます。  

 

 

 

 

  

富士市バリ アフ リ ーマスタ ープラ ン
と 関連する SDGs の目標 

バリ アフリ ー化は、 Ｓ Ｄ Ｇｓ の17 の開発目標のう ち、「 11． 住み続けられるまちづく り を

（ 包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市および人間居住を実現する）」 に位置付けられた

ものですが、その推進にあたっては、「 17．パート ナーシッ プで目標を達成し よう（ 持続可能

な開発のための実施手段を強化し 、グローバル・ パート ナーシッ プを活性化する）」 の考え方

のもと 、 官民、 社会全体のパート ナーシッ プにより 取り 組みます。  
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３  移動等円滑化促進地区の設定 

３ －１  移動等円滑化促進地区と は 

平成 30（ 2018） 年のバリ アフ リ ー法の改正により 、 バリ アフ リ ーのまちづく り に向けた地

域における取組を強化するため、 マスタ ープラ ン制度が創設さ れ、 重点的に取り 組む対象地

区「 移動等円滑化促進地区」 の設定について規定さ れまし た。  

国の移動等円滑化の促進に関する基本方針に示さ れた要件を踏まえ、 本市における「 移動

等円滑化促進地区」 は、 以下のいずれかの要件により 選定し ます。  

■本市における移動等円滑化促進地区の選定の要件 

要件１  

「 重点整備地区」 と し て基本構想を策定し ている地区 

・ 重点整備地区の設定の考え方は、「 移動等円滑化促進地区」 の選定要件を概ね満

たすこ と 、 また、 基本構想に基づく バリ アフ リ ー化事業を 実施中である こ と か

ら 、 既存の「 重点整備地区」 は「 移動等円滑化促進地区」 と し ます。  

要件２  

総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であり 、バリ アフ リ ー化の促

進が特に必要な地区 

・ 本市の「 富士市集約・ 連携型都市づく り 推進戦略」 における「 まちなか」 へ誰も

が安全・ 円滑な移動ができ る よう に、 高齢者、 障害者等が利用する機会が多い

「 まちなか」 に位置する鉄道駅（ 富士駅/吉原本町駅） と 接続する鉄道沿線の各

駅（ １ 日当たり の平均利用者が 2, 000 人以上の旅客施設） を含め「 移動等円滑

化促進地区」 と し ます。  

３ －２  移動等円滑化促進地区の設定 

「 移動等円滑化促進地区」 の選定要件を踏まえ、 本市における「 移動等円滑化促進地区」

は、 既に設定し ている３ 箇所の「 重点整備地区」（ 新富士駅周辺地区、 吉原駅・ 吉原本町駅周

辺地区、 富士駅周辺地区） と し ます。  

本市における移動等円滑化促進地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士駅周辺地区 

新富士駅周辺地区 

吉原駅・吉原本町駅
周辺地区 
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３ －３  生活関連施設と 生活関連経路の設定 

（ 1） 生活関連施設と 生活関連経路の考え方 
ガイ ド ラ イ ンの考え方を踏まえ、 本市における生活関連施設及び生活関連経路の考え方

を次のと おり 設定し ます。  

なお、 基本構想策定の際には、 地区の特性や実情を踏まえ、 必要に応じ て設定を見直し

ます。  

①本市における生活関連施設の考え方 

■生活関連施設の考え方 

・ 相当数の高齢者、 障害者等が利用する旅客施設、 官公庁施設、 福祉施設、 病院、 文化

施設、 商業施設、 学校等 

ただし 、旅客施設については、利用者数の推移を注視し 、旅客施設管理者（ 東海旅客鉄道

（ 株）（ JR） 等） と 協議のう え、 必要に応じ て各地区において事業化するも のと し ます。  

②本市における生活関連経路の考え方 

■生活関連経路の考え方 

・ 旅客施設と 生活関連施設間の経路 

・ 生活関連施設相互間の経路 

・ 移動等円滑化のための事業実施が特に必要と 考えら れる経路 

 

（ ２ ） 生活関連施設と 生活関連経路の設定 

■富士駅周辺地区 

 

  
特定旅客施設周辺の施設の集積状

況にくわえ、富士駅の位置付け（まち

なか、避難所等の集積、交通結節点）

を考慮して設定 

【富士駅周辺】 

旅客施設周辺の施設の

集積状況から設定 

【富士川駅/東田子の浦駅周辺】 



－ 7 － 

■吉原駅・ 吉原本町駅周辺地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新富士駅周辺地区 

 

 

 

 

 

 

  

旅客施設周辺の施設の

集積状況から設定 

長期的なまちづくりの

観点から設定 
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３ －４  移動等円滑化促進地区における取組方針 

既存の重点整備地区における 取組状況やバリ アフ リ ー整備ガイ ド ラ イ ン等を踏まえ、 本市

の「 移動等円滑化促進地区」 における取組方針の主なも のを示し ます。  

■ 道路 

 車いす利用者や視覚障害者、自転車利用者の利用を考慮し た歩道の段差、勾配、凹凸の解消

（ マンホール、 グレーチング蓋などの工作物…バリ アフリ ーに配慮し た施工の実施）  

 連続性に配慮し た視覚障害者誘導用ブロッ クなどの設置 

 エスコート ゾーンや歩行者用信号機音響装置の整備・ 点検 

 歩道のない区間における安全な歩行空間の確保（ 歩行空間の明

確化等）  

 歩道上の障害物除去等による有効幅員の確保 

 滑り にく い舗装への改良 

 自動車の速度抑制対策の検討 

 歩車分離信号への改良・ 周知や青時間の適正化 

 車いす利用者と 視覚障害者の双方を考慮し た視覚障害者誘導用ブロッ ク の設置 

■ 建築物 

 施設の出入口の段差・ 勾配の解消 

 車いす利用者が利用し やすいスロープ勾配や通路幅の確保 

 車いす利用者や視覚障害者の利用に考慮し た扉や建具の整備 

 多機能ト イ レの整備 

■ 駐車場 

 障害者専用スペースの確保と 出入口までの動線の確保 

 雨天時などでも 濡れずに利用でき るよう な経路の確保 

 駐車場出入口と 歩道の勾配の解消 

 一般利用者へのマナー周知（ 健常者の障害者専用スペース利用の自粛等）  

■ 公共交通 

 ト イ レやエレベータ ー、 乗車位置などの分かり やすい案内表示、 音声案内の設置検討 

 障害の特性を踏まえた見やすい料金表や券売機の整備 

 自動ド アやエレ ベータ ーなど駅構内の経路の確保 

 多機能ト イ レや内方線などのバリ アフ リ ー設備の整備 

 緊急ボタ ンなど緊急時の連絡手段、 コミ ュニケーショ ン手段の確保 

 バス停における目的地やダイヤなどの分かり やすい情報提供 

 バス停の上屋やベンチなど待機空間の整備 

 ユニバーサルデザイ ンに配慮し た車両の導入 

■ 都市公園 

 段差や勾配を解消し 、 障害のある方にも 利用し やすい公園の整備 

 ユニバーサルデザイ ンに配慮し た標識の整備 

■ 案内、 情報提供 

 一方通行区間や自転車走行禁止エリ アなど交通規制の分かり やすい標示 

 バス停位置など分かり やすい情報提供 

 駅などの交通結節点における観光案内の拡充 

 観光地などにおけるバリ アフ リ ー情報の事前発信 

 障害の特性を踏まえた見やすく 、 分かり やすい経路案内の整備 

 外国人にも 配慮し た標示 

バリ アフ リ ーに配慮し た 
グレ ーチング蓋のイ メ ージ 

触知案内図のイ メ ージ 
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４  バリ アフ リ ーマスタ ープラ ンの実現に向けて 

４ －１  移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進 

（ １ ） 心のバリ アフ リ ー 

高齢者、 障害者等が安心し て日常生活や社会生活を送るこ と ができるよう にするために

は、 施設整備（ ハード 面） だけでなく 、 高齢者、 障害者等の自立し た日常生活や社会生活を

確保する こ と の重要性について市民一人ひと り が関心を持ち、 理解を深め、 自然に支え合

う こ と ができるよう にする「 心のバリ アフ リ ー」（ ソ フ ト 面） の推進が重要です。  

「心のバリアフリー」とは 

様々な心身の特性や考え方をも つすべての人が、 相互に理解を深めよう と コ ミ ュ ニケー

ショ ンをと り 、 支え合う こ と 。    障害のある人への社会的障壁を取り 除く のは社会の責務であると いう 「 障害の社会モデ

ル」 を理解するこ と 。    障害のある 人（ 及びその家族） への差別（ 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提  

供） を行わないよう 徹底するこ と 。    自分と は異なる条件を持つ多様な他者と コ ミ ュ ニケーショ ンを取る力を養い、 すべての

人が抱える困難や痛みを想像し 共感する力を培う こ と 。  

出典： ユニバーサルデザイ ン 2020 行動計画 

（ ２ ） 心のバリ アフ リ ーの推進における役割 

「 心のバリ アフ リ ー」 の取組の推進については、国、地方公共団体、施設設置管理者によ

り 、 広報活動、 啓発活動、 教育活動等を通じ て心のバリ アフ リ ーを推進する こ と に努める

こ と と さ れています。また、住民においては、 高齢者、障害者等の移動等円滑化や施設利用

を実現するこ と の必要性について理解を深めるよう 努めなければなら ないこ と 、 駐輪・ 駐

車マナー、 必要に応じ た高齢者、 障害者等の支援において積極的に努力する こ と などと さ

れています。  

心のバリ アフ リ ーの推進については、 こ れら の役割をそれぞれが理解し 、 協力し て取組

を進めていく 必要があり ます。  

（ ３ ） 心のバリ アフ リ ーの推進のための取組 

市民やその他関係者の心のバリ アフ リ ーに対する理解の増進と 協力の確保を図るために

は、行政や関係団体、施設設置管理者等が啓発活動を継続し て行っ ていく こ と が重要です。  

本市では、自己啓発を行う と と も に、市民等への啓発活動を行う こ と により 、 高齢者、障

害者などへの理解の浸透、 施設の適正利用の喚起、 思いやり の心の育成などを図り 、 利用

者自ら が「 心のバリ ア」 を取り 払う ための、 ソ フ ト 的な環境整備も 積極的に推進し ていく

こ と と し ます。  

『 認知症サポータ ー制度』  （ 高齢者支援課）  

『 ヘルプマーク ・ ヘルプカ ード 』  （ 障害福祉課）  

『 ゆずり あい駐車場制度（ 利用証の交付）』  （ 障害福祉課）  

『 市民福祉まつり 』  （ 障害福祉課）  

『 手話の普及・ 啓発に向けて』  （ 障害福祉課）  

『 避難所運営マニュ アル』  （ 防災危機管理課）  

『 福祉体験学習（ 小中学校）』  （ 学校教育課）  

『 障害者スポーツ教室の開催』  （ 文化スポーツ課）  

『 バリ アフ リ ー等に関する 企画展の開催』  （ 中央図書館）  
ヘルプマーク  
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４ －２  バリ アフ リ ーマッ プの活用 

本市では、 誰も が安心し て社会参加や子育てができる まちづく り を進めており 、 その一環

と し て、 出入り 口の段差の有無、 車いす対応のト イ レ や授乳室などのバリ アフ リ ー情報を掲

載する「 バリ アフ リ ーマッ プ」 を作成し 、 市ウェ ブサイ ト 上で公開し ています。  

今後も 「 バリ アフ リ ーマッ プ」 に掲載する施設等の募集を継続し て行い、 掲載内容の充実

を図っ ていきます。  

富士市バリ アフ リ ーマッ プ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ －３  多様な情報提供手段の普及 

視覚や聴覚、 言語障害者等にと っ て、 日常生活の場面における情報アク セス・ コ ミ ュ ニケ

ーショ ンの保障や支援は十分と はいえません。  

障害者権利条約（ 平成 18( 2006) 年国連） では、「 手話や文字表示、 触覚等あら ゆる形態の意

思疎通を障害者が自ら 選択し 、 それによ っ て表現及び意見の自由についての権利を行使する

こ と を確保する措置を取るこ と 」 が規定さ れているこ と から 、 よ り 一層の支援の充実が求め

ら ています。  

情報アク セス・ コ ミ ュ ニケーショ ン施策と し て、 身近な取組から 、 情報提供装置や I CT を

活用する等のハード 整備と 一体化し た取組まで、 様々な形態が考えら れます。  

『 音声行政情報提供事業』  （ 障害福祉課）  

『 同報無線放送のメ ール・ LI NE サービス』  （ 防災危機管理課）  

『 多様な情報提供手段の普及』  （ 市民活躍・ 男女共同参画課）  

『 アク セシビリ ティ に配慮し た市ウェ ブサイ ト ・ 広報紙』   

 （ シティ プロ モーショ ン課）  
公式 LI NE 
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４ －４  届出制度等による事業内容の調整 

マスタ ープラ ンにおける移動等円滑化促進地区では、「 旅客施設の建設、 道路の新設等で

あっ て、 他の施設と 接する部分について移動等円滑化に支障を及ぼすおそれのある 行為を

行おう と する公共交通事業者等又は道路管理者は、 当該行為に着手する三十日前までに市

町村に届け出るこ と 」 と さ れています。  

市は、 届出に係る行為が移動等円滑化の促進を図る上で支障があると 考えら れる場合、

届出者に対し 必要な措置の実施を 要請でき るこ と と なっ ており 、 こ れにより バリ アフ リ ー

化に配慮し た事業内容への調整を図り ます。  

届出対象のイ メ ージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典： 移動等円滑化促進方針・ バリ アフ リ ー基本構想作成に関するガイ ド ラ イ ン 
 

 

４ －５  バリ アフ リ ーマスタ ープラ ンの評価・ 見直し  

バリ アフ リ ー法では、 概ね５ 年ごと にマスタ ープラ ンに基づく 整備等の実施状況につい

て、 調査・ 分析・ 評価を行う よう 努めるこ と と さ れています。  

本市においては、 本マスタ ープラ ンで定めた基本理念や基本方針等を踏まえ、 バリ アフ

リ ー基本構想の中で位置付ける事業や、「 心のバリ アフ リ ー」 の取組を推進し ます。  

こ れら を 着実に進めるためには、 計画に基づいた取組の進捗状況を確認し 、 高齢者、 障

害者等の当事者や関係する事業者等と 意見交換を実施し 、 意見の反映や相互理解の促進を

図り 、 本マスタ ープラ ンの評価や必要に応じ た見直し を行います。  


